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バリアフリー法の概要
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新築、増築、改築、用途変更、修繕又
は模様替えについて、建築物移動等
円滑化基準への適合努力義務

バリアフリー法（建築物分野）の概要

建築物移動等円滑化誘導基準【省令】 【望ましいレベル】
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設※3の構造及び配置に関する基準。

（※3:義務づけの対象ではない）

（例）・車椅子使用者同士がすれ違える廊下幅の確保 ・車椅子使用者用のトイレが必要な階にある など

計画の認定【法第17条】 （建築物移動等円滑化誘導基準を満たし、所管行政庁の認定を受けると、

「シンボルマークの表示制度」、「容積率の特例」などの支援措置を受けることができる。）

建築物移動等円滑化基準【令第10条～第24条】 【最低限のレベル】
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物特定施設※２の構造及び配置に関する基準
（例）・車椅子使用者と人がすれ違える廊下幅を1以上確保 ・車椅子使用者用のトイレがひとつはある など

※２：出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、ホテルの客室、敷地内通路、駐車場等を指す。

※条例により、必要な事項の付
加可。また、500㎡未満の建
築物に対する建築物移動等
円滑化基準の一部を規模等
に応じて設定可

特定建築物【令第4条】

多数の者が利用する建築物

（例）「学校」「卸売市場」「事務所」
「共同住宅」「工場」など

特別特定建築物【令第5条】

※条例により、特別特定建築物に特定建築物の追加が可能

不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物他

（例）「公立小中学校」「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」「不特
定かつ多数の者が利用する官公署」「飲食店」「サービス業を営む店舗」など

※１：増改築部分のみが義務化の対象
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① 2,000㎡以上（公衆便所については50㎡以上）の新築、増築、改築※1

又は用途変更について、建築物移動等円滑化基準への適合義務

② 2,000㎡未満、及び既存建築物に対して建築物移動等円滑化基準への
適合努力義務 ※条例により、面積要件の引下げが可能



建築物のバリアフリー基準の見直し方針
（令和６年３月２９日 公表）
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・ 便所のある箇所に１箇所以上を設ける。

＜標準的な建築物＞

・ 各階に１箇所以上※設ける。

＜小規模階を有する建築物＞（床面積1,000㎡未満の階（小規模階）を有する場合）

・ 小規模階の床面積の合計が1,000㎡に達する毎に１箇所以上※設ける。

＜大規模階を有する建築物＞（床面積10,000㎡を超える階（大規模階）を有する場合）

階の床面積が
・ 10,000㎡を超え40,000㎡以下の場合、当該階に２箇所以上※を設ける。
・ 40,000㎡を超える場合、20,000㎡毎に１箇所を追加※する。

※ 建築条件に応じた設計の自由度を確保するため、設置箇所は任意とする。

車椅子使用者用便房の設置数に係る基準の見直し方針
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・ 各階に１箇所以上を設ける。
・ 階の便房数が200箇所以下の場合、２%以上を設ける。
・ 階の便房数が201箇所以上の場合、１%＋２箇所以上を設ける。

義務基準

バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用便房の設置数について、原則、各階に１箇所以上を設置するよう

見直しを行う。

誘導基準

・ 建築物に１箇所以上を設ける。
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・ 200台以下の場合、２％以上を設ける。
・ 201台以上の場合、１％＋２台以上を設ける。

車椅子使用者用駐車施設の設置数に係る基準の見直し方針
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義務基準

バリアフリー法の政令改正により、車椅子使用者用駐車施設の設置数について、駐車台数に対する割合で定めるよう

見直しを行う。

誘導基準

・ １台以上を設ける。

・ ２％以上を設ける。
・ 200台以下の場合、２％以上を設ける。
・ 201台以上の場合、１％＋２台以上を設ける。
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車椅子使用者用客席の設置数に係る基準の見直し方針
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・ 200席以下の場合、２％以上を設ける。

・ 201～2,000席の場合、１％＋２席以上を設ける。

・ 2,001席以上の場合、0.75％＋７席以上を設ける。

義務基準

バリアフリー法の政令改正（条文新設）により、車椅子使用者用客席の設置数について、客席の総数に対する割合で

定めるよう見直しを行う。

誘導基準

・基準なし

・400席以下の場合、２席以上を設ける。

・401席以上の場合、0.5％以上を設ける。

※ 構造に係る基準（幅90cm以上、奥行135cm以上等）も定める。

・100席以下の場合、２席以上を設ける。

・100～200席の場合、２％以上を設ける。

・201～2,000席の場合、１％＋２席以上を設ける。

・2,001席以上の場合、0.75％＋７席以上を設ける。

現行 見直し案

現行 見直し案

義務基準なし

R７.６.1 施行予定



各施設の設置数に係る基準の見直し案に対する主な意見への対応方針

＜車椅子使用者用便房＞

・ 誘導基準の見直し案について、便所のある箇所の数え方を明確にすべき。
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＜車椅子使用者用駐車施設＞

・ 車椅子使用者用駐車施設の舗装の色を青色とすることを全国的に周知すべき。

＜車椅子使用者用客席＞

・ 構造（サイトラインの確保・前面の手すり高さ・同伴者席を隣接して設置）と分散配置を、
設置割合とセットで義務基準とすべき。

・ サイトラインの確保については、各施設の特性に合わせ設計やソフト対応で考えるべき。

・ サイトライン検討の視焦点は、演目によって変わるのではないか。

・ 確認審査の効率性・実効性の観点から、サイトラインの確保を義務基準とすることは困難。

・ 前面の手すり高さについては、歩行者の安全性確保（転落防止）の観点も必要ではないか。

○ 「各施設の設置数に係る基準」以外の様々な意見については、まずは令和６年度に予定している「建築設計標準」

や「（仮称）当事者参画ガイドライン」に反映する。

○ サイトラインの確保等客席に係るその他の事項については、上記に加え、令和６年度以降も継続して、①現状の把

握（海外制度含む）、②技術的検討、③実効性の高い枠組みの検討（義務付けの検討含む）等を進める。

「各施設の設置数に係る基準」
以外の主な意見



建築物のバリアフリーガイドライン
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建築物のバリアフリーガイドライン（建築設計標準）

○通路や駐車場、トイレ、エレベーターなど建築物の個別施設ごとに、法令に基づく基準、設計

時の考え方・ポイント、標準的な整備内容や実現方法、管理運営上の配慮事項等をガイドライン

としてまとめています。

○行政や民間事業者において、施設の計画、設計段階、管理運営時に広く活用されています。

【写真】

【車椅子使用者用便房の例】

直径180cm以上の円が内接できる
スペースを有する便房（大型ベッド付）

掲載例 近年の改正概要

平成27年度 劇場・競技場等の客席・観覧席を有する施設

・車椅子使用者用の客席・観覧席の基準整備

・一般・その他客席・観覧席

・音声・画像等による情報提供 等

平成30年度 ホテル又は旅館

・設置数基準の見直し（「１室以上」から「１％以上」へ）

・一般客室のバリアフリー対応水準の見直し 等

令和２年度 小規模店舗・重度の障害、介助者等への配慮

＜小規模店舗＞

・出入口に段差を設けない、有効幅員80cm以上 等

＜重度の障害、介助者等への配慮＞

・車椅子使用者用便房の大きさの見直し

・車椅子使用者用駐車施設の必要な高さの見直し 11



バリアフリー法に基づく条例
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バリアフリー法に基づく条例

• 義務付け対象規模の引下げや対象用途の追加など、

地域の実情に応じたきめ細やかな基準を設定することができるようになります。

（例）小規模な建築物や共同住宅のバリアフリー化を義務付け

• バリアフリー法に基づく条例の規定は、建築基準法の建築基準関係規定となるため、

民間の指定確認検査機関等の建築確認審査において、基準適合の実効性が担保されます。

• 自主条例等に基づき、地方公共団体との協議対象としている基準について、

法に基づく委任条例とすることで、手続きが統合され、事務負担の軽減・効率化にもつながります。
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東京都福祉のまちづくり条例（抄） ※バリアフリー法の委任規定を別条例で制定

(届出)

第18条 特定整備主は、第14条第２項各号に掲げる事項について、規則で定めるところにより、工事に着手する前に知
事に届け出なければならない。ただし、法令又は都の他の条例により、整備基準に適合させるための措置と同等以上
の措置を講ずることとなるよう定めている事項については、この限りでない。

○バリアフリー法では、地域の実情に応じて、地方公共団体の条例により、「①義務付け対象用途の追加」

「②義務付け対象規模の引下げ」「③移動等円滑化基準に必要な事項の追加」を可能としています。

条例制定のメリット

委任条例で審査される基準について、自主条例の手続きを免除している事例



バリアフリー法に基づく条例の事例
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○義務付け対象用途の追加及び規模の引下げを実施している事例

徳島県

• 全ての学校(1,000㎡以上)を義務付け対象に追加。病院、診療所、保健所等を1,000㎡に引下げ。

○自主条例からの法委任条例に移行した事例

鳥取県

• 平成８年に、県独自のバリアフリー基準を規定した条例を制定し、床面積５００㎡未満の施設も含めて、建築物等のバリ
アフリー化の遵守義務を規定

• 施設用途毎に、バリアフリー化する施設の床面積を規定（病院０㎡以上、飲食店３００㎡以上等）

• 平成２０年に法に基づく条例として全部改正し、特別特定建築物はバリアフリー基準への適合を義務化

• 特別特定建築物の用途を追加 （公立学校、高等学校、大学、各種学校等、共同住宅等、スポーツ練習場他）

• バリアフリー基準に独自基準を付加（ベビーチェア、音声誘導装置の設置義務化等）

• 適合義務対象床面積を引下げ

○用途に応じた基準を追加している事例

東京都

• ホテル・旅館の義務付け対象規模を1,000㎡以上に引下げ、一般客室のバリアフリー基準を追加

• 共用部の基準（一般客室までの経路）

• 一般客室内の基準（客室出入口幅、便所及び浴室等の出入口幅、階段又は段なし、等。）

• 2,000㎡以上の共同住宅について、道等から住戸までの経路（「特定経路」）のバリアフリー化を義務付け



バリアフリー法に基づく条例の制定状況

○令和４年９月時点では、20自治体においてバリアフリー法に基づく条例が制定されています。

鳥取県
兵庫県

大阪府

埼玉県
東京都

世田谷区
練馬区

横浜市
川崎市

岩手県

山形県

石川県

大分県

鳥取県
兵庫県

大阪府

高山市

熊本県

徳島県

埼玉県
東京都

世田谷区
練馬区

神奈川県
横浜市
川崎市

長野県

京都府
京都市

■バリアフリー法に基づく条例制定自治体 ■床面積の合計500㎡未満の建築物を
条例の対象としている自治体

高山市
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バリアフリー環境整備促進事業
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バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定を支援する。なお、既存建築ストックのバリアフリー改修工
事等の支援も可能。

交付率 直接１／３交付対象事業者 地方公共団体 補助対象地域 全国

交付内容 基本構想等の作成（バリアフリー環境整備の促進のためのコーディネート業務並びにバリアフリー条例の制定及び改正に必要な基礎調査等を含む。）

社会資本整備総合交付金等にて支援

バリアフリー法（建築分野に限る）の概要

建築物移動等円滑化基準【令第10条～第24条】 【最低限のレベル】

計画の認定【法第17条】
（建築物移動等円滑化誘導基準を満たし、所管行政庁の認定を受けると、

「容積率の特例」などの支援措置を受けることができる。）

建築物移動等円滑化誘導基準【省令】 【望ましいレベル】
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の
構造及び配置に関する基準
（例）・車椅子使用者同士がすれ違える廊下幅の確保 ・車椅子使用者用のトイレが必要な階にある など

※条例により、必要な事項の付加
可。

※500㎡未満の建築物について、
規模に応じた基準の設定可。

特定建築物【令第4条】
多数の者が利用する建築物

特別特定建築物【令第5条】
不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する建築物他
（例）「公立小中学校」「百貨店、マーケットその他の物品販売業を

営む店舗」「不特定かつ多数の者が利用する官公署」「飲
食店」「サービス業を営む店舗」など

※条例により、特別特定建築物に特定建築物の追加が可能

※１：増改築部分のみが義務化の対象

新築、増築、改築、用途変更、修繕又は模様替えについて、
建築物移動等円滑化基準への適合努力義務

2,000㎡以上（公衆便所については50㎡以上）の新築、増築、改築※１

又は用途変更について、建築物移動等円滑化基準への適合義務
※条例により、面積要件の引下げが可能

（例）「学校」「卸売市場」「事務所」
「共同住宅」「工場」など

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために
必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する基準
（例）・車椅子使用者と人がすれ違える廊下幅を1以上確保

・車椅子使用者用のトイレがひとつはある など

駅

病院

市役所 公園

駐車場

福祉施設

商業施設

福祉施設

商業施設

バリアフリー基本構想の概要

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している
地区において、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等のバリ
アフリー化を重点的・一体的に推進するために、市町村が作成する具体的な事業
を位置づけた計画。基本構想の作成を通じて施設管理者相互の連携・調整を行
い、移動の連続性の観点から面的・一体的なバリアフリー化が可能となる。

• 基本構想の位置づけ、作成の背景、重点整備地区の特性、計画期間等を記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

◎ 重点整備地区

●重点整備地区の位置・区域
• 重点整備地区の位置、地区の範囲、地区の境界設定の考え方を記載。

●移動等円滑化のために必要な事項
• 重点整備地区におけるバリアフリー化に関す
る事項を記載。

●実施すべき特定事業に関する事項
• 事業内容
• 事業者
• 事業実施時期 等を記載。

• 対象施設
• 整備内容

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設（３以上）、生活関連経路を位置づけ。
• 生活関連施設、生活関連経路に関するバリアフリー化に関する事項を記載。
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基本構想・バリアフリー条例の作成支援【事業名：バリアフリー環境整備促進事業】



小規模店舗等のバリアフリー改修への支援制度【事業名：バリアフリー環境整備促進事業】

バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定、小規模店舗をはじめとした既存建築ストックのバリアフ
リー改修工事等を支援し、障害者等が安心して暮らせる環境の整備を図る。

交付率 １／３を国費で支援

交付対象事業者

地方公共団体、民間事業者、協議会等

補助対象地域

①三大都市圏の既成市街地等
②人口５万人以上の市
③厚生労働省事業等の実施都市
④都市機能誘導区域の駅周辺

⑤バリアフリー基本構想、移動等円滑化促
進方針、バリアフリー法に基づく条例を
策定した区域

• 段差の解消
• 出入口、通路の幅の確保
• 車椅子使用者用トイレの設置
• オストメイト設備を有するトイレの設置
• 乳幼児用設備の設置
• ローカウンターの設置
• 車椅子使用者用駐車施設の設置
• 駐車場から店舗までの屋根設置
• 視覚障害者誘導用ブロックの設置
• 点字・音声等による案内板の設置
• トイレ・客室へのフラッシュライトの設置
• 集団補聴設備の設置 など

写真の出典：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（令和3年3月）

支援概要

■バリアフリー法に基づく条例・基本構想
の策定への支援

■既存建築物バリアフリー改修事業
【対象建築物】

○不特定かつ多数の者が利用し、又は主として
高齢者・障害者等が利用する建築物（店舗等）

○バリアフリー条例による規制対象の建築物

【補助対象】
○バリアフリー改修工事に要する費用 トイレのバリアフリー化

視覚障害者誘導用ブロック、
点字による案内板の設置

スロープの設置

集団補聴設備の設置

ローカウンターの設置

トイレへのフラッシュライトの設置
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民間建築物への補助は、民間事業者への直接補助ではなく、地方公共団体を通じた間接補助（地方公共団体による補助制度の創設が必要）

社会資本整備総合交付金等にて支援
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令和６年５月２８日付発出事務連絡（各都道府県・各指定都市あて）
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バリアフリー改修事業に関するQ＆A
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令和６年５月２８日付発出事務連絡（関連団体あて）



参考事例
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バリアフリー基本構想の建築物特定事業の事例

・基本構想により、建築物のバリアフリー化に面的に取り組んでいる事例（文京区）

文京区ホームページより転載


